
第  84 号 議 案

神 戸 市 立 墓 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 件  

神 戸 市 立 墓 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 ７ 年 11月 27日 提 出

神 戸 市 長  久   元   喜   造

神 戸 市 立 墓 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

神 戸 市 立 墓 園 条 例 （ 昭 和 41年 ３ 月 条 例 第 45号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 又 は 太 線 の 表 示 部 分 （ 以 下 第 １ 号 及 び

第 ２ 号 に お い て 「 改 正 部 分 」 と い う 。 ） 及 び 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 又 は

太 線 の 表 示 部 分 （ 以 下 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 に お い て 「 改 正 後 部 分 」 と い う 。 ） に つ

い て は 、 次 の と お り と す る 。  

( 1 )  改 正 部 分 及 び こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 部 分 が 存 在 す る と き は 、 当 該 改 正

部 分 を 当 該 改 正 後 部 分 に 改 め る 。  

( 2)  改 正 部 分 の み 存 在 す る と き は 、 当 該 改 正 部 分 を 削 る 。  

( 3)  改 正 後 部 分 の み 存 在 す る と き は 、 当 該 改 正 後 部 分 を 加 え る 。

改 正 後 改 正 前

（ 墓 園 の 施 設 ）  （ 墓 園 の 施 設 ）

第 ３ 条  墓 園 に 次 に 掲 げ る 施 設 （ 以 下

「 墓 園 施 設 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

第 ３ 条 墓 園 に 次 に 掲 げ る 施 設 （ 以 下

「 墓 園 施 設 」 と い う 。 ） を 置 く 。

( 1) ～ ( 4)  ［ 略 ］  ( 1 ) ～ ( 4)  ［ 略 ］  

( 5)  樹 林 葬 墓 地（ 市 長 が 定 め る 樹 林

区 域 内 に 焼 骨 を 埋 蔵 す る 墳 墓 を い

う 。 ）

（ 使 用 許 可 ） （ 使 用 許 可 ）  

第 ４ 条 ［ 略 ］ 第 ４ 条  ［ 略 ］  

２ 墓 園 施 設 又 は 附 属 施 設 を 使 用 し よ

う と す る 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に

も 該 当 す る 者 で な け れ ば な ら な い 。

２  墓 園 施 設 又 は 附 属 施 設 を 使 用 し よ

う と す る 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に

も 該 当 す る 者 で な け れ ば な ら な い 。

資料３

 福祉環境委員会
 （ 健　 康　 局）
令和７ 年12月２ 日
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た だ し 、 市 長 が 特 別 の 理 由 が あ る と

認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

た だ し 、 市 長 が 特 別 の 理 由 が あ る と

認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

( 1)  ［ 略 ］  ( 1 )  ［ 略 ］  

( 2 )  一 般 の 墓 地 又 は 期 限 付 墓 地 を 使

用 し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、当

該 墓 園 施 設 を 管 理 す る こ と が で き

る 者 で あ っ て 、次 の い ず れ か に 該 当

す る 者 で あ る こ と 。

( 2 )  一 般 の 墓 地 及 び 期 限 付 墓 地 を 使

用 し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、祭

祀
し

を 主 宰 す べ き 者 で あ る こ と 。

ア 本 市 に 引 き 続 き ６ 月 以 上 住 所 を

有 す る 者

イ 生 前 に 市 民 で あ っ た 者 の 焼 骨 を

所 持 し て い る 者  

( 3 )  区 画 型 合 葬 式 墳 墓 を 使 用 し よ う

と す る 場 合 に あ っ て は 、本 市 に 引 き

続 き ６ 月 以 上 住 所 を 有 す る 者 で あ

っ て 、次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で

あ る こ と 。

( 3 )  区 画 型 合 葬 式 墳 墓 を 使 用 し よ う

と す る 場 合 に あ っ て は 、祭 祀 を 主 宰

す べ き 者 又 は 自 己 の 死 後 に そ の 焼

骨 の 埋 蔵 を す る こ と を 希 望 す る 者

で あ る こ と 。

ア 当 該 墓 園 施 設 を 管 理 す る こ と が

で き る 者

イ 自 己 の 死 後 に そ の 焼 骨 の 埋 蔵 を

す る こ と を 希 望 す る 者  

( 4 )  附 属 施 設 を 使 用 し よ う と す る 場

合 に あ っ て は 、本 市 に 引 き 続 き ６ 月

以 上 住 所 を 有 す る 者 で あ る こ と 。  

( 4 )  一 般 の 墓 地 、 区 画 型 合 葬 式 墳 墓

若 し く は 期 限 付 墓 地 又 は 附 属 施 設

を 使 用 し よ う と す る 場 合 に あ っ て

は 、本 市 に 引 き 続 き ６ 月 以 上 住 所 を

有 す る 者 で あ る こ と 。  

( 5 )  合 葬 式 墓 地 又 は 樹 林 葬 墓 地 を 使

用 し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、次

( 5 )  合 葬 式 墓 地 を 使 用 し よ う と す る

場 合 に あ っ て は 、次 の い ず れ か に 該
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の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ る こ

と 。  

当 す る 者 で あ る こ と 。

ア ～ エ  ［ 略 ］ ア ～ エ  ［ 略 ］

３ 、 ４  ［ 略 ］  ３ 、 ４  ［ 略 ］  

（ 使 用 者 の 地 位 の 承 継 等 ）  （ 使 用 者 の 地 位 の 承 継 等 ）  

第 ９ 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に お い

て 当 該 各 号 に 定 め る 者 が 使 用 者 の 地

位 を 承 継 し よ う と す る と き は 、 規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 長 の 許 可

を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

第 ９ 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に お い

て 当 該 各 号 に 定 め る 者 が 使 用 者 の 地

位 を 承 継 し よ う と す る と き は 、 規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 長 の 許 可

を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

( 1 )  使 用 者 の 死 亡 そ の 他 の 理 由 に よ

り 墓 園 施 設 又 は 附 属 施 設 を 管 理 す

る 者 が 代 わ っ た 場 合  当 該 墓 園 施

設 又 は 附 属 施 設 を 管 理 す る 者  

( 1 )  使 用 者 の 死 亡 そ の 他 の 理 由 に よ

り 祭 祀 を 主 宰 す る 者 が 代 わ っ た 場

合  当 該 祭 祀 を 主 宰 す る 者  

( 2 )  第 11条 の 規 定 に よ り 使 用 許 可 が

取 り 消 さ れ 、又 は 使 用 許 可 の 期 間 が

終 了 し た 場 合 に お い て 改 葬 す る 者

が い な い と き（ 以 下「 承 継 者 不 在 時

等 の 場 合 」 と い う 。 ）  使 用 者 の 親

族 又 は 市 長 が 正 当 な 理 由 が あ る と

認 め る 者  

( 2 )  使 用 者 が 死 亡 し 、 当 該 使 用 者 の

地 位 を 承 継 す る 者 が い な い 場 合 又

は 第 1 1 条 の 規 定 に よ り 使 用 許 可 が

取 り 消 さ れ 、若 し く は 使 用 許 可 の 期

間 が 終 了 し た 場 合 に お い て 改 葬 す

る 者 が い な い と き（ 以 下「 承 継 者 不

在 時 等 の 場 合 」 と い う 。 ）  使 用 者

の 親 族 又 は 縁 故 者  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 区 画 型

合 葬 式 墳 墓 、 合 葬 式 墓 地 又 は 樹 林 葬

墓 地 の 使 用 者 の 地 位 は 、 承 継 す る こ

と が で き な い 。 た だ し 、 市 長 が 特 別 の

理 由 が あ る と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限

り で な い 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 区 画 型

合 葬 式 墳 墓 又 は 合 葬 式 墓 地 の 使 用 者

の 地 位 は 、 承 継 す る こ と が で き な い 。

た だ し 、 市 長 が 特 別 の 理 由 が あ る と

認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。
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（ 使 用 終 了 時 等 の 取 扱 い ） （ 使 用 終 了 時 等 の 取 扱 い ）

第 12条 ［ 略 ］ 第 12条 ［ 略 ］

２ ［ 略 ］  ２ ［ 略 ］

３ 市 長 は 、 区 画 型 合 葬 式 墳 墓 へ の 埋

蔵 、 合 葬 式 墓 地 へ の 埋 蔵 若 し く は 収

蔵 又 は 樹 林 葬 墓 地 へ の 埋 蔵 を し た 焼

骨 の 返 還 は 行 わ な い も の と す る 。 た

だ し 、 区 画 型 合 葬 式 墳 墓 へ の 埋 蔵 又

は 個 別 安 置 施 設 へ の 収 蔵 を し た 焼 骨

に つ い て 使 用 者 が 使 用 許 可 の 期 間 内

に し た そ の 返 還 の 申 出 を 市 長 が 承 認

し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

３ 市 長 は 、 区 画 型 合 葬 式 墳 墓 へ の 埋

蔵 又 は 合 葬 式 墓 地 へ の 埋 蔵 若 し く は

収 蔵 を し た 焼 骨 の 返 還 は 行 わ な い も

の と す る 。 た だ し 、 区 画 型 合 葬 式 墳 墓

へ の 埋 蔵 又 は 個 別 安 置 施 設 へ の 収 蔵

を し た 焼 骨 に つ い て 使 用 者 が 使 用 許

可 の 期 間 内 に し た そ の 返 還 の 申 出 を

市 長 が 承 認 し た と き は 、 こ の 限 り で

な い 。  

４ ～ ７  ［ 略 ］  ４ ～ ７  ［ 略 ］  

別 表 第 １ （ 第 ２ 条 関 係 ） 別 表 第 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）

( 1)  墓 園 ( 1)  墓 園

名 称 位 置

［ 略 ］ ［ 略 ］

神 戸 市

立 西 神

墓 園

［ 略 ］

神 戸 市

立 樹 林

葬 墓 地

神 戸 市 北 区 山 田 町 下 谷 上

［ 略 ］ ［ 略 ］

名 称 位 置

［ 略 ］ ［ 略 ］

神 戸 市

立 西 神

墓 園

［ 略 ］

［ 略 ］ ［ 略 ］

( 2)  ［ 略 ］  ( 2 )  ［ 略 ］  

別 表 第 ２ （ 第 ６ 条 関 係 ） 別 表 第 ２ （ 第 ６ 条 関 係 ）

( 1)  墓 園 使 用 料 ( 1)  墓 園 使 用 料
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ア 許 可 の 際 納 付 す べ き 使 用 料 ア 許 可 の 際 納 付 す べ き 使 用 料

種 別 面 積 金 額

［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］

期 限 付 墓

地  

［ 略 ］ ［ 略 ］

［ 略 ］

樹 林 葬 墓

地  

― １ 体 に つ き

150 , 000円

種 別 面 積 金 額

［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］

期 限 付 墓

地  

［ 略 ］ ［ 略 ］

［ 略 ］

イ ［ 略 ］ イ ［ 略 ］

( 2)  ［ 略 ］ ( 2)  ［ 略 ］

附  則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て ６ 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め

る 日 か ら 施 行 す る 。  

理     由

樹 林 葬 墓 地 の 整 備 及 び 一 般 の 墓 地 等 の 使 用 の 許 可 に か か る 対 象 者 の 追 加 等 に 当

た り 、 条 例 を 改 正 す る 必 要 が あ る た め 。  
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【 第 84 号議案「 神戸市立墓園条例の一部を 改正する条例の件」 の概要】  

 

１ ． 議案の概要 

樹林葬墓地の整備及び一般の墓地等の使用の許可にかかる対象者の追加等を 行う も の。  

 

２ ． 改正内容 

（ １ ） 樹林葬墓地に関する規定の追加 

  ひよどり ごえ森林公園内に整備する樹林葬墓地に関する規定を 追加する。  

  ・ 名 称： 神戸市立樹林葬墓地 

  ・ 位 置： 神戸市北区山田町下谷上 

  ・ 使用料： １ 体につき 15 万円 

  ・ 対象者：  

   ア 本市に６ 月以上住所を有し 、 埋蔵し よう と する焼骨を所持し ている者 

   イ  生前に市民であっ た者の焼骨を 所持し ている者 

   ウ 本市に６ 月以上住所を有し 、 自己の死後に埋蔵を 希望する 65 歳以上の者 

   エ 市立墓園に埋蔵・ 収蔵し ている焼骨を 改葬し よう と する者 

（ ２ ） 一般の墓地等の使用許可に関する対象者の追加 

   一般の墓地等の使用許可を 行う 対象者と し て、 従来の「 本市に引き 続き ６ 月以上住所

を 有するも の」 に加え、「 生前に市民であっ た者の焼骨を 所持し ている者」 を 追加する 。 

（ ３ ） 使用許可及び使用者の地位の承継にかかる規定の文言の整理 

   墓園施設等の使用及び使用者の地位の承継について、 市長の許可を 受ける者の表現を

より 分かり やすく するため、「 祭祀（ し ） を 主宰する者（ すべき 者）」 を「 墓園施設（ 又は

附属施設） を 管理する 者（ するこ と ができ る者）」 に、「 縁故者」 を「 市長が正当な理由が

あると 認める者」 に、 それぞれ文言を 整理する。  

 

３ ． 施行予定日 

  公布の日から 起算し て６ 月を超えない範囲内において規則で定める日 
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（ 参考） 神戸市立樹林葬墓地概要 

〇整備場所： ひよどり ごえ森林公園（ 北区山田町） 内 

〇埋蔵方法： 個々に墓標を 設けず、墓所区域と なる 樹林内に一定の間隔を設けて、粉骨（ 焼

骨を パウダー状にし たも の） を 土と 混ぜて直接埋蔵。  

〇埋蔵数 ： 約 1, 600 体（ １ 年あたり 80 体を 予定）  

〇管理期間： 募集期間は 20 年を 予定し ており 、 その後 30 年は墓地と し ての管理を 継続。

供用開始から 50 年経過後は、 公園内の自然山林と なる予定。  

〇今後のスケジュ ール（ 予定）  

令和８ 年３ 月 整備工事完了、 募集開始 

令和８ 年夏頃 供用開始 

（ 整備後のイ メ ージ）  
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